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令和７年第１回伊仙町議会臨時会議事日程 

          令和７年２月13日（木曜日） 午前10時00分 開議 

 

１．議事日程（第1号） 

 ○開会の宣言 

 ○開議の宣言 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 議案第１号 伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（提案理由説明～補足

説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第４ 議案第２号 伊仙町税条例の一部を改正する条例（提案理由説明～補足説明～質疑

～討論～採決） 

 ○日程第５ 議案第３号 令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）（提案理由説明～補足

説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第６ 議員の派遣について 
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１．出席議員（１４名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  井 上 和 代 議員       ２番  久 保   量 議員 

     ３番  大 河 善 市 議員       ４番  杉 山   肇 議員 

     ５番  牧 本 和 英 議員       ６番  佐 田   元 議員 

     ７番  清   平 二 議員       ８番  岡 林 剛 也 議員 

     ９番  上 木 千恵造 議員      １０番  永 田   誠 議員 

    １１番  福 留 達 也 議員      １２番  前   徹 志 議員 

    １３番  樺 山   一 議員      １４番  美 島 盛 秀 議員 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 元 原 克 也 君      事 務 局 書 記 實   夏 三 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   職   名   氏     名        職   名   氏     名 

  町 長 大久保   明 君      総 務 課 長 寳 永 英 樹 君 

  未来創生課長 野 島 幸一郎 君      くらし支援課長 上 木 博 之 君 

  子育て支援課長 伊 藤 晋 吾 君      地域福祉課長 稲 田 大 輝 君 

  経 済 課 長 橋 口 智 旭 君      建 設 課 長 高 橋 雄 三 君 

  耕 地 課 長 田 中 勝 也 君      きゅらまち観光課長補佐 森   人 志 君 

  水 道 課 長 富 岡 俊 樹 君      農委事務局長 富 山 勇 生 君 

  教委総務課長 町 本 勝 也 君      社会教育課長 中 富 譲 治 君 

  学校給食センター所長 森   一 途 君      健康増進課長 大 山   拳 君 

  選挙管理委員会書記長 稲 田 良 和 君      総務課長補佐 古 川   徹 君 
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△開 会（開議）    午前１０時０６分 

○議長（前 徹志議員）   

 ただいまから令和７年第１回伊仙町議会臨時会を開会します。 

 

△ 日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（前 徹志議員）   

 日程第１ 会議録署名議員の指名をします。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、清 平二議員、岡林剛也議員、予備署名議

員に上木千恵造議員、永田 誠議員を指名します。 

 

△ 日程第２ 会期の決定   

○議長（前 徹志議員）   

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日２月13日の１日間としたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日２月13日の１日間と決定いたしまし

た。 

 なお、会期日程につきましては、お配りしてあります日程表のとおりです。 

 

△ 日程第３ 議案第１号 伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   

○議長（前 徹志議員）   

 日程第３ 議案第１号、伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保 明君）   

 令和７年第１回伊仙町議会臨時会に提案いたしました議案第１号について、提案理由の説明をい

たします。 

 議案第１号は、伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第96条第１項第１号の規定により提

案しております。 

 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（前 徹志議員）   

 議案第１号について、補足説明があればこれを許します。 

○総務課長（寳永 英樹君）   

 議案第１号、伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について補足説明いたします。 

 本改正は、令和６年人事院勧告に基づき、伊仙町職員及び会計年度任用職員の給与等の条例に関

して改正を行うものであります。 

 令和６年人事院勧告のポイントとして、月例給、ボーナスともに引上げの勧告となっており、月

例給に関しては、民間給与等の格差１万1,183円、率にして2.76％を埋めるため、特に採用市場で

の競争力向上のため、初任給及び若年層に特に重点を置きつつ、俸給月額を引き上げる内容であり

ます。また、期末勤勉手当についても、民間の支給状況に見合うように、年間4.50月から4.60月へ

改正するものであります。 

 会計年度任用職員においても、本人事院勧告に基づき、伊仙町職員の給与に準用しているため、

同様の改正とし、施行期日は令和６年４月１日からの適用となります。 

 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（前 徹志議員）   

 議案第１号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１号、伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（前 徹志議員）   

 起立多数です。したがって、議案第１号、伊仙町職員の給与に関する条例及び伊仙町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決することに決

定しました。 
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△ 日程第４ 議案第２号 伊仙町税条例の一部を改正する条例   

○議長（前 徹志議員）   

 日程第４ 議案第２号、伊仙町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保 明君）   

 議案第２号は、伊仙町税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第96条第１項第

１号の規定により提案しております。 

 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（前 徹志議員）   

 議案第２号について、補足説明があればこれを許します。 

○くらし支援課長（上木 博之君）   

 議案第２号、伊仙町税条例の一部を改正する条例について補足説明いたします。 

 今回の改正については、地方税法の一部改正に伴って行うものです。 

 内容については、字句の変更、森林環境税に係る追加、様式等の追加となっております。 

 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（前 徹志議員）   

 議案第２号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第２号、伊仙町税条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立によ

って行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（前 徹志議員）   

 起立多数です。したがって、議案第２号、伊仙町税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 

△ 日程第５ 議案第３号 令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）   
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○議長（前 徹志議員）   

 日程第５ 議案第３号、令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）についてを議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保 明君）   

 議案第３号は、令和６年度伊仙町一般会計の既定の予算に変更が生じましたので、地方自治法第

218条第１項の規定により提案しております。 

 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（前 徹志議員）   

 議案第３号について、補足説明があればこれを許します。 

○総務課長（寳永 英樹君）   

 それでは、議案第３号、令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）について補足説明いたし

ます。 

 予算書をお開きください。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額73億8,908万円に、歳入歳出それぞれ１億1,711万4,000円を

増額し、歳入歳出予算の総額を75億619万4,000円とするものであります。 

 予算書４ページをお開きください。歳入歳出事項別明細書より、まず歳入について説明いたしま

す。 

 10款地方交付税、補正前の額35億2,607万6,000円に、１項１目１節地方交付税において普通交付

税7,456万6,000円を増額し、補正後の額を36億64万2,000円とするものであります。 

 14款国庫支出金、補正前の額11億9,792万5,000円に、２項１目１節総務費国庫補助金において重

点支援地方創生臨時交付金9,762万4,000円を増額し、補正後の額を12億9,554万9,000円とするもの

であります。 

 18款繰入金、補正前の額２億4,688万7,000円に２項１目１節財政調整基金繰入金5,507万6,000円

を減額し、補正後の額を１億9,181万1,000円とするものであります。 

 歳入合計、補正前の額73億8,908万円に１億1,711万4,000円を増額し、補正後の額を75億619万

4,000円とするものであります。 

 次に、歳出について説明いたします。予算書は５ページでございます。 

 １款議会費、補正前の額8,552万9,000円に、１項１目８節旅費において費用弁償120万円の増額、

13節使用料及び賃借料において車借上げ料30万円の減額等、合計90万円を増額し、補正後の額を

8,642万9,000円とするものであります。 

 ２款総務費、補正前の額11億2,721万4,000円に、１目一般管理費において旅費50万円の増額、減

債基金積立金1,483万円の増額、18目物価高騰対策事業において商品券発行業務に係る経費3,132万

1,000円を増額し、補正後の額を11億7,386万5,000円とするものであります。 

 ３款民生費、補正前の額17億7,028万円に、１項２目社会福祉施設費において医療・介護・障害
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福祉サービス事業所等物価高騰対策支援に係る経費546万1,000円の増額、16目低所得世帯支援事業

において、非課税世帯給付金事務に係る経費6,084万2,000円を増額し、補正後の額を18億3,658万

3,000円とするものであります。 

 10款教育費、補正前の額９億1,547万6,000円に、６項１目社会教育総務費において光熱水費111

万円の増額、４目社会体育費において修繕料215万円を増額し、補正後の額を９億1,873万6,000円

とするものであります。 

 歳出合計、補正前の額73億8,908万円に１億1,711万4,000円を増額し、補正後の額を75億619万

4,000円とするものであります。 

 予算書３ページをお開きください。 

 地方自治法第213条第１項の規定により、繰り越しして使用できる経費として、第２表繰越明許

費についてご説明いたします。 

 ２款総務費１項総務管理費、事業名、推奨事業枠分課税世帯等生活応援事業3,132万1,000円。 

 ３款民生費１項社会福祉費、事業名、医療・介護・障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援

事業546万1,000円、事業名、低所得世帯支援金給付事業6,084万2,000円。 

 以上が令和７年度への繰越明許費でございます。 

 以上、令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）について補足説明を終わります。ご審議賜

りご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（前 徹志議員）   

 議案第３号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号、令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）を採決します。この採決

は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（前 徹志議員）   

 起立多数です。したがって、議案第３号、令和６年度伊仙町一般会計補正予算（第８号）は、原

案のとおり可決することに決定しました。 
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△ 日程第６ 議員の派遣について   

○議長（前 徹志議員）   

 日程第６ 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員の派遣について、お手元に配付してあります議員派遣予定表のとおり、議員

を派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なしと呼ぶ者あり］ 

○議長（前 徹志議員）   

 異議なしと認めます。したがって、議員の派遣については、議員派遣予定表のとおり派遣するこ

とに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

 令和７年第１回伊仙町議会臨時会を閉会します。お疲れさまでした。 

閉 会 午前１０時２４分 

 

 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

              伊仙町議会議長  前   徹 志 
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